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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内の血管を含む観察部位を撮像する電子内視鏡と、
　波長域が異なる少なくとも第１及び第２の照明光を前記観察部位に対して順次照射する
ための照明手段と、
　前記第１及び第２の照明光の照射タイミングに応じて前記電子内視鏡が順次出力する複
数の撮像信号から、それぞれ前記第１及び第２の照明光に対応する第１及び第２の分光画
像を取得する画像取得手段と、
　前記第１及び第２の分光画像における前記血管のコントラストの差に応じて、前記第１
及び第２の分光画像を位置合わせするための前処理を行う前処理手段と、
　前記前処理後に、前記第１及び第２の分光画像のそれぞれにおける前記血管の形状を強
調する強調処理を施して、前記第１及び第２の分光画像のそれぞれに対応する位置合わせ
用画像を生成する強調処理手段と、
　前記第１及び第２の位置合わせ用画像に基づいて、前記第１及び第２の分光画像内のそ
れぞれの前記血管の位置が重なるように前記第１及び第２の分光画像同士の位置合わせを
実行する位置合わせ手段と、
　前記位置合わせが実行された前記第１及び第２の分光画像に基づいて、前記血管の血中
ヘモグロビンの酸素飽和度を算出する酸素飽和度算出手段とを備えていることを特徴とす
る電子内視鏡システム。
【請求項２】
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　前記前処理手段は、前記第１及び第２の分光画像の濃度ヒストグラムに基づいて前記コ
ントラストを調べて、前記前処理を実行することを特徴とする請求項１記載の電子内視鏡
システム。
【請求項３】
　前記前処理手段は、前記第１及び第２の分光画像のうち前記コントラストが高い方を基
準に低い方に対して前記前処理を施すことを特徴とする請求項２記載の電子内視鏡システ
ム。
【請求項４】
　前記前処理は、前記第１及び第２の分光画像同士のコントラストを合わせるコントラス
ト調整処理であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の電子内視鏡シス
テム。
【請求項５】
　前記強調処理は、予め設定されるしきい値と第１及び第２の画像の画素値とを比較して
、前記しきい値を基準に前記第１及び第２の分光画像の画素値を振り分けて、前記第１及
び第２の分光画像の階調数を減らすことにより前記第１及び第２の位置合わせ用画像を生
成する階調低減処理であり、
　前記前処理は、前記コントラストの差に応じて前記しきい値を決定するしきい値決定処
理であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の電子内視鏡システム。
【請求項６】
　前記階調低減処理は二値化処理であり、前記第１及び第２の位置合わせ用画像は二値画
像であることを特徴とする請求項５記載の電子内視鏡システム。
【請求項７】
　第１及び第２の照明光は、少なくとも一方が青色領域において特定の波長域に制限され
た青色狭帯域光であることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の電子内視鏡
システム。
【請求項８】
　前記照明手段は、前記第１及び第２の照明光に波長域が異なる第３の照明光を加えた３
つの照明光を順次照射し、
　前記画像取得手段は、前記第１～第３の照明光に対応する第１～第３の分光画像を取得
し、
　前記酸素飽和度算出手段は、前記第１～第３の分光画像に基づいて前記酸素飽和度を算
出することを特徴とする請求項７に記載の電子内視鏡システム。
【請求項９】
　第１の照明光は、波長域が４４０±１０ｎｍに制限された第１青色狭帯域光であり、第
２の照明光は、波長域が４７０±１０ｎｍに制限された第２青色狭帯域光であり、第３の
照明光は、波長域が４１０±１０ｎｍに制限された第３青色狭帯域光であることを特徴と
する請求項８に記載の電子内視鏡システム。
【請求項１０】
　前記照明手段は、第１～第３の青色狭帯域光を発光する第１～第３の半導体光源を有す
ることを特徴とする請求項９記載の電子内視鏡システム。
【請求項１１】
　被検体内の血管を含む観察部位を撮像する電子内視鏡を用いて取得される画像を処理す
る画像処理装置において、
　波長域が異なる少なくとも第１及び第２の照明光を前記観察部位に対して順次照射して
、
前記第１及び第２の照明光の照射タイミングに応じて前記電子内視鏡が出力する複数の撮
像信号から、それぞれ前記第１及び第２の照明光に対応する第１及び第２の分光画像を取
得する画像取得手段と、
　前記第１及び第２の分光画像における前記血管のコントラストの差に応じて、前記第１
及び第２の分光画像を位置合わせするための前処理を行う前処理手段と、
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　前記前処理後に、前記第１及び第２の分光画像のそれぞれにおける前記血管の形状を強
調する強調処理を施して、前記第１及び第２の分光画像のそれぞれに対応する位置合わせ
用画像を生成する強調処理手段と、
　前記第１及び第２の位置合わせ用画像に基づいて、前記第１及び第２の分光画像内のそ
れぞれの前記血管の位置が重なるように前記第１及び第２の分光画像同士の位置合わせを
実行する位置合わせ手段と、
　前記位置合わせが実行された前記第１及び第２の分光画像に基づいて、前記血管の血中
ヘモグロビンの酸素飽和度を算出する酸素飽和度算出手段とを備えていることを特徴とす
る画像処理装置。
【請求項１２】
　波長域が異なる少なくとも第１及び第２の照明光が順次照射された被検体内の血管を含
む観察部位を電子内視鏡が撮像することによって取得される画像を処理する画像処理装置
の作動方法において、
　画像取得手段が、前記第１及び第２の照明光の照射タイミングに応じて前記電子内視鏡
が出力する複数の撮像信号から、前記第１及び第２の照明光に対応する第１及び第２の分
光画像を取得するステップと、
　前処理手段が、前記第１及び第２の分光画像における前記血管のコントラストの差に応
じて、前記第１及び第２の分光画像を位置合わせするための前処理を行うステップと、
　強調処理手段が、前記前処理後に、前記第１及び第２の分光画像のそれぞれにおける前
記血管の形状を強調する強調処理を施して、前記第１及び第２の分光画像のそれぞれに対
応する位置合わせ用画像を生成するステップと、
　位置合わせ手段が、前記第１及び第２の位置合わせ用画像に基づいて、前記第１及び第
２の分光画像内のそれぞれの前記血管の位置が重なるように前記第１及び第２の分光画像
同士の位置合わせを実行するステップと、
　酸素飽和度算出手段が、前記位置合わせが実行された前記第１及び第２の分光画像に基
づいて、前記血管の血中ヘモグロビンの酸素飽和度を算出するステップとを備えているこ
とを特徴とする画像処理装置の作動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子内視鏡を用いて血管に関する情報を取得する電子内視鏡システム、画像
処理装置及び画像処理装置の作動方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野において、電子内視鏡を用いた内視鏡診断が普及している。近年の内視鏡診断
においては、白色光のもとで生体組織の表面の全体的な性状を観察する通常観察に加えて
、特定の波長に制限された特殊光を用いた特殊光観察も行われるようになっている。
【０００３】
　特殊光観察には各種のものがあるが、例えば、本出願人による特許文献１の内視鏡シス
テムでは、酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの吸光係数の大きさに差がある波長域の
狭帯域光を利用して、その反射光を撮像して得られる分光画像に基づいて、血中ヘモグロ
ビンの酸素飽和度を算出し、画像化している。
【０００４】
　特許文献１の内視鏡システムでは、酸素飽和度の測定精度を上げるために、複数の狭帯
域光の分光画像を取得して、各分光画像の対応する画素同士の輝度値を比較することで、
血管の深さの違いによって生じるノイズの影響を排除している。
【０００５】
　生体組織の反射光量は、血中ヘモグロビンによる吸収の他、主として血管以外の粘膜に
おける散乱の影響を受ける。粘膜表層に入射した光は、血管以外の粘膜においては散乱し
て、減衰しながら粘膜深層に向かって進む。血管に到達した光の一部は血中ヘモグロビン
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によって吸収される。散乱した光は粘膜表層から出射して、これが反射光として観察され
る。粘膜表層から血管に到達するまでの距離が長いほど、すなわち血管の深さが深いほど
、散乱による反射成分は多くなるので、酸素飽和度が同じでも、血管の深さが深いほど、
反射光量は大きくなる。このように、生体組織の反射光量は、吸収と散乱による影響を受
け、散乱による反射光量への影響は血管の深さによって変化する。さらに、生体組織の散
乱係数は、長波長側に比べて短波長側で大きくなるというように、光の波長によって変化
する波長依存性を有している。
【０００６】
　こうした生体組織の光の吸収及び散乱特性を前提として、特許文献１の内視鏡システム
では、還元ヘモグロビンと酸化ヘモグロビンの吸光係数に差があり、かつ、散乱係数が異
なる波長域を持つ２つの狭帯域光を利用することで、酸素飽和度と血管深さの２つの情報
を取得している。これにより、血管深さの違いによるノイズの影響が除去された精度の高
い酸素飽和度の情報を得ている。
【０００７】
　複数の分光画像の輝度値の比較は、当然ながら、２つの分光画像に描出される同じ血管
領域の画素同士で行われなければならない。特許文献１の内視鏡システムでは、複数の分
光画像の取得方式として、生体組織に対して２つの狭帯域光を順次照射して撮像するとい
う順次方式を採用しているため、撮像タイミングの時間差によって生じる、複数の分光画
像の位置ズレが問題となる。特許文献１の内視鏡システムは、複数の分光画像に対して、
血管の太さに応じた周波数フイルタリング処理を施して、血管領域が強調された強調画像
を生成し、生成した強調画像に基づいて位置合わせを行っている。強調処理を施すことで
、強調処理をしない場合に比べて精度の高い位置合わせを行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１－１９４１５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本出願人は、特許文献１に記載されているように、正確な酸素飽和度を画像化する技術
の開発を進めているが、その過程において、以下に示すように、技術改良の余地があるこ
とが分かってきた。
【００１０】
　特許文献１では、位置合わせの精度を上げるために、血管の太さに応じた周波数フイル
タリングを施して強調画像を生成している。しかしながら、原画像である複数の分光画像
間において、血管領域と他の領域のコントラストが変わってしまう場合には、各分光画像
に対して同じ強調処理を施しても、一方の分光画像では強調されるが、他方では強調され
ない血管領域があるなど、比較対象の血管領域を同じように強調することができない場合
があった。これは位置ズレの精度を低下させる原因となる。
【００１１】
　コントラストの差が生じる原因は、複数の狭帯域光の光量の差や、生体組織が吸収や散
乱に関して波長依存性を有していることなどが考えられる。光量の差を解消する対策につ
いては光源装置の光量を調節するという対策が考えられるが、光源装置には、キセノンラ
ンプなどの白色光源と色分離フイルタを組み合わせたものや、レーザやＬＥＤなどの半導
体光源を用いるものなど様々なものがあり、光源装置の種類によっては光量の調節がしづ
らいものもある。また、生体組織の波長依存性については変えようがない。そのため、コ
ントラストの差が生じる複数の分光画像を前提として、各分光画像間の位置合わせの精度
を改良する技術が模索されている。
【００１２】
　また、特許文献１のように、血管の太さに応じて周波数フイルタリングを施す場合には
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、強調対象となる血管の太さを正確に把握する必要がある。撮影距離がほぼ一定であれば
、分光画像における血管の太さを予め把握しておくことができるため問題は無い。しかし
ながら、内視鏡の移動によって撮影距離が変動する場合やズームレンズによって撮影倍率
を変化させる場合には、撮影した分光画像における被写体の表示倍率が変化するので、分
光画像に描出される血管の太さが大きく変化してしまう場合も考えられる。そのような場
合には表示倍率の変化に応じて周波数フイルタリングの処理内容を変えるといった対策が
必要になるため、構造の複雑化が懸念される。
【００１３】
　本発明は、上記課題を鑑みてなされたもので、その目的は、撮像タイミングが異なる複
数の分光画像から酸素飽和度を算出する場合において、簡易な構成で、複数の分光画像の
正確な位置合わせを可能にすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の電子内視鏡システムは、被検体内の血管を含む観察部位を撮像する電子内視鏡
と、波長域が異なる少なくとも第１及び第２の照明光を前記観察部位に対して順次照射す
るための照明手段と、前記第１及び第２の照明光の照射タイミングに応じて前記電子内視
鏡が順次出力する複数の撮像信号から、それぞれ前記第１及び第２の照明光に対応する第
１及び第２の分光画像を取得する画像取得手段と、前記第１及び第２の分光画像における
前記血管のコントラストの差に応じて、前記第１及び第２の分光画像を位置合わせするた
めの前処理を行う前処理手段と、前記前処理後に、前記第１及び第２の分光画像のそれぞ
れにおける前記血管の形状を強調する強調処理を施して、前記第１及び第２の分光画像の
それぞれに対応する位置合わせ用画像を生成する強調処理手段と、前記第１及び第２の位
置合わせ用画像に基づいて、前記第１及び第２の分光画像内のそれぞれの前記血管の位置
が重なるように前記第１及び第２の分光画像同士の位置合わせを実行する位置合わせ手段
と、前記位置合わせが実行された前記第１及び第２の分光画像に基づいて、前記血管の血
中ヘモグロビンの酸素飽和度を算出する酸素飽和度算出手段とを備えていることを特徴と
する。
【００１５】
　前記前処理手段は、前記第１及び第２の分光画像の濃度ヒストグラムに基づいて前記コ
ントラストを調べて、前記前処理を実行することが好ましい。
【００１６】
　前記前処理手段は、前記第１及び第２の分光画像のうち前記コントラストが高い方を基
準に低い方に対して前記前処理を施すことが好ましい。
【００１７】
　前記前処理は、前記第１及び第２の分光画像同士のコントラストを合わせるコントラス
ト調整処理であることが好ましい。
【００１８】
　前記強調処理は、予め設定されるしきい値と第１及び第２の画像の画素値とを比較して
、前記しきい値を基準に前記第１及び第２の分光画像の画素値を振り分けて、前記第１及
び第２の分光画像の階調数を減らすことにより前記第１及び第２の位置合わせ用画像を生
成する階調低減処理であり、前記前処理は、前記コントラストの差に応じて前記しきい値
を決定するしきい値決定処理であることが好ましい。
【００１９】
　前記階調低減処理は二値化処理であり、前記第１及び第２の位置合わせ用画像は二値画
像であることが好ましい。
【００２０】
　第１及び第２の照明光は、少なくとも一方が青色領域において特定の波長域に制限され
た青色狭帯域光であることが好ましい。
【００２１】
　前記照明手段は、前記第１及び第２の照明光に波長域が異なる第３の照明光を加えた３
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つの照明光を順次照射し、前記画像取得手段は、前記第１～第３の照明光に対応する第１
～第３の分光画像を取得し、前記酸素飽和度算出手段は、前記第１～第３の分光画像に基
づいて前記酸素飽和度を算出することが好ましい。
【００２２】
　例えば、第１の照明光は、波長域が４４０±１０ｎｍに制限された第１青色狭帯域光で
あり、第２の照明光は、波長域が４７０±１０ｎｍに制限された第２青色狭帯域光であり
、第３の照明光は、波長域が４１０±１０ｎｍに制限された第３青色狭帯域光である。
【００２３】
　前記照明手段は、第１～第３の青色狭帯域光を発光する第１～第３の半導体光源を有す
ることが好ましい。
【００２４】
　本発明の画像処理装置は、被検体内の血管を含む観察部位を撮像する電子内視鏡を用い
て取得される画像を処理する画像処理装置において、波長域が異なる少なくとも第１及び
第２の照明光を前記観察部位に対して順次照射して、前記第１及び第２の照明光の照射タ
イミングに応じて前記電子内視鏡が出力する複数の撮像信号から、それぞれ前記第１及び
第２の照明光に対応する第１及び第２の分光画像を取得する画像取得手段と、前記第１及
び第２の分光画像における前記血管のコントラストの差に応じて、前記第１及び第２の分
光画像を位置合わせするための前処理を行う前処理手段と、前記前処理後に、前記第１及
び第２の分光画像のそれぞれにおける前記血管の形状を強調する強調処理を施して、前記
第１及び第２の分光画像のそれぞれに対応する位置合わせ用画像を生成する強調処理手段
と、前記第１及び第２の位置合わせ用画像に基づいて、前記第１及び第２の分光画像内の
それぞれの前記血管の位置が重なるように前記第１及び第２の分光画像同士の位置合わせ
を実行する位置合わせ手段と、前記位置合わせが実行された前記第１及び第２の分光画像
に基づいて、前記血管の血中ヘモグロビンの酸素飽和度を算出する酸素飽和度算出手段と
を備えていることを特徴とする。
【００２５】
　本発明の画像処理装置の作動方法は、波長域が異なる少なくとも第１及び第２の照明光
が順次照射された被検体内の血管を含む観察部位を電子内視鏡が撮像することによって取
得される画像を処理する画像処理装置の作動方法において、画像取得手段が、第１及び第
２の照明光の照射タイミングに応じて電子内視鏡が出力する複数の撮像信号から、第１及
び第２の照明光に対応する第１及び第２の分光画像を取得するステップと、前処理手段が
、第１及び第２の分光画像における血管のコントラストの差に応じて、第１及び第２の分
光画像を位置合わせするための前処理を行うステップと、強調処理手段が、前処理後に、
第１及び第２の分光画像のそれぞれにおける血管の形状を強調する強調処理を施して、第
１及び第２の分光画像のそれぞれに対応する位置合わせ用画像を生成するステップと、位
置合わせ手段が、第１及び第２の位置合わせ用画像に基づいて、第１及び第２の分光画像
内のそれぞれの血管の位置が重なるように第１及び第２の分光画像同士の位置合わせを実
行するステップと、酸素飽和度算出手段が、位置合わせが実行された第１及び第２の分光
画像に基づいて、血管の血中ヘモグロビンの酸素飽和度を算出するステップとを備えてい
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、撮像タイミングが異なる第１及び第２の分光画像に基づいて酸素飽和
度を算出する場合において、第１及び第２の分光画像に対して、両者のコントラストの差
に応じた前処理を行うから、簡単な構成で、複数の分光画像の正確な位置合わせを行うこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の電子内視鏡システムの外観図である。
【図２】電子内視鏡の先端部の正面図である。
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【図３】電子内視鏡システムの電気的構成を示すブロック図である。
【図４】照明光の分光スペクトルを示すグラフである。
【図５】撮像素子のカラーマイクロフイルタの分光特性を示すグラフである。
【図６】照明光の照射タイミング及び撮像タイミングを示す説明図である。
【図７】機能画像処理部のブロック図である。
【図８】ヘモグロビンの吸収スペクトルを示すグラフである。
【図９】生体組織の散乱係数を示すグラフである。
【図１０】ヘモグロビンの吸光スペクトルと照明光の波長の対応を示す説明図である。
【図１１】各狭帯域光の輝度値と、酸素飽和度との関係を示すグラフである。
【図１２】各狭帯域光の輝度値と、血管深さとの関係を示すグラフである。
【図１３】第１及び２輝度比Ｓ１／Ｓ３，Ｓ２／Ｓ３と血管深さ及び酸素飽和度との相関
関係を示すグラフである。
【図１４】（Ａ）は第１及び第２輝度比Ｓ１＊／Ｓ３＊，Ｓ２＊／Ｓ３＊から輝度座標系
における座標（Ｘ＊，Ｙ＊）を求める方法を、（Ｂ）は座標（Ｘ＊，Ｙ＊）に対応する血
管情報座標系の座標（Ｕ＊，Ｖ＊）を求める方法を説明する説明図である。
【図１５】図１３とは別の態様の相関関係を示すグラフである。
【図１６】血管深さ画像と酸素飽和度画像の表示形態を示す説明図である。
【図１７】位置合わせ処理の手順を示す説明図である。
【図１８】複数の分光画像の濃度ヒストグラムの説明図である。
【図１９】コントラスト調整処理の説明図である。
【図２０】位置ズレ量検出処理の説明図である。
【図２１】図１７とは別の位置合わせ処理手順を示す説明図である。
【図２２】しきい値決定処理の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
［第１実施形態］
　図１に示すように、本発明の第１実施形態の内視鏡システム１０は、被検体内の観察部
位を撮像する電子内視鏡１１と、撮像により得られた信号に基づいて観察部位の観察画像
を生成するプロセッサ装置１２と、観察部位を照射する光を供給する光源装置１３と、観
察画像を表示するモニタ１４とを備えている。プロセッサ装置１２には、キーボードやマ
ウスなどの操作入力部であるコンソール１５が設けられている。
【００２９】
　電子内視鏡システム１０は、白色光のもとで観察部位を観察する通常観察モードと、機
能情報観察モードの２つの動作モードを備えている。機能情報観察モードは、特殊光を利
用して、生体組織に関する生体機能情報である、血中ヘモグロビンの酸素飽和度及び血管
深さに関する情報を取得して、これらを画像化して観察するモードである。
【００３０】
　電子内視鏡１１は、被検体内に挿入される可撓性の挿入部１６と、挿入部１６の基端部
分に設けられた操作部１７と、操作部１７とプロセッサ装置１２及び光源装置１３との間
を連結するユニバーサルコード１８とを備えている。
【００３１】
　挿入部１６は、先端から順に連設された、先端部１９、湾曲部２０、可撓管部２１から
なる。図２に示すように、先端部１９の先端面には、観察部位に照明光を照射する照明窓
２２、観察部位で反射した像光が入射する観察窓２３、観察窓２３を洗浄するために送気
・送水を行うための送気・送水ノズル２４、鉗子や電気メスといった処置具を突出させる
鉗子出口２５などが設けられている。観察窓２３の奥には、撮像素子４４（図３参照）や
結像用の光学系が内蔵されている。
【００３２】
　湾曲部２０は、連結された複数の湾曲駒からなり、操作部１７のアングルノブ２６を操
作することにより、上下左右方向に湾曲動作する。湾曲部２０が湾曲することにより、先
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端部１９の向きが所望の方向に向けられる。可撓管部２１は、食道や腸など曲がりくねっ
た管道に挿入できるように可撓性を有している。挿入部１６には、撮像素子４４を駆動す
る駆動信号や撮像素子４４が出力する撮像信号を通信する通信ケーブルや、光源装置１３
から供給される照明光を照明窓２２に導光するライトガイド４３（図３参照）が挿通され
ている。
【００３３】
　操作部１７には、アンブルノブ２６の他、処置具を挿入するための鉗子口２７、送気・
送水操作を行う送気・送水ボタン、静止画像を撮影するためのレリーズボタンなどが設け
られている。
【００３４】
　ユニバーサルコード１８には、挿入部１６から延設される通信ケーブルやライトガイド
４３が挿通されており、一端には、プロセッサ装置１２および光源装置１３側にコネクタ
２８が取り付けられている。コネクタ２８は、通信用コネクタと光源用コネクタからなる
複合タイプのコネクタであり、通信用コネクタには通信ケーブルの一端が、光源用コネク
タにはライトガイド４３の一端がそれぞれ配設される。電子内視鏡１１は、このコネクタ
２８を介して、プロセッサ装置１２および光源装置１３に着脱自在に接続される。
【００３５】
　図３に示すように、光源装置１３は、半導体光源ユニット３１と、これらを駆動制御す
る光源制御部３２とを備えている。光源制御部３２は、光源装置１３の各部の駆動タイミ
ングや同期タイミングなどの制御を行う。
【００３６】
　半導体光源ユニット３１は、青色領域において特定の波長域に制限された狭帯域光をそ
れぞれ発光する３つのレーザ光源ＬＤ１～ＬＤ３を有している。図４に示すように、レー
ザ光源ＬＤ１は、波長域が４４０±１０ｎｍに、好ましくは４４５ｎｍに制限された狭帯
域光Ｎ１を発光する。レーザ光源ＬＤ２は、波長域が４７０±１０ｎｍに、好ましくは４
７３ｎｍに制限された狭帯域光Ｎ２を発光する。レーザ光源ＬＤ３は、波長域が４００±
１０ｎｍに、好ましくは４０５ｎｍに制限された狭帯域光Ｎ３を発光する。レーザ光源Ｌ
Ｄ１～ＬＤ３としては、ＩｎＧａＮ系、ＩｎＧａＮＡｓ系、ＧａＮＡｓ系のレーザダイオ
ードを用いることができる。また、レーザ光源ＬＤ１～ＬＤ３としては、高出力化が可能
なストライプ幅（導波路の幅）が広いブロードエリア型のレーザダイオードが好ましい。
【００３７】
　光源制御部３２は、ドライバ３３を介してレーザ光源ＬＤ１～ＬＤ３の点灯、消灯、光
量の制御を行う。レーザ光源ＬＤ１～ＬＤ３が発光する光は、光ファイバ３４によってコ
ンバイナ３６に導光される。コンバイナ３６は、各光ファイバ３４からの光を合波する機
能を持つ光学部材であり、選択的に入射する各光ファイバ３４からの光の光軸を１つに結
合する。コンバイナ３６の下流側には、蛍光体３７が設けられている。
【００３８】
　図４に示すように、蛍光体３７は、４４５ｎｍの狭帯域光Ｎ１によって励起されて、緑
色領域から赤色領域に渡る波長域の蛍光ＦＬ１を発光する。蛍光体３７は、狭帯域光Ｎ１
の一部を吸収して蛍光ＦＬ１を発光するとともに、残りの狭帯域光Ｎ１を透過させる。蛍
光体３７を透過する狭帯域光Ｎ１は、蛍光体３７によって拡散される。透過する狭帯域光
Ｎ１と励起される蛍光ＦＬ１によって白色光が生成され、生成された白色光が通常観察モ
ードにおける照明光として用いられる。
【００３９】
　蛍光体３７としては、例えば、ＹＡＧ系、ＢＡＭ（ＢｇＭｇＡｌ１０Ｏ１７）系等の蛍
光体が使用される。また、図４に示すように、蛍光体３７は、４７３ｎｍの狭帯域光Ｎ２
によっても励起されて蛍光ＦＬ２を発光する。蛍光への変換効率は４４５ｎｍの狭帯域光
Ｎ１の方が高く、４７３ｎｍの狭帯域光Ｎ２によって励起される蛍光ＦＬ２は、蛍光ＦＬ
１と比較して光量が少ない。また、蛍光体３７は、４０５ｎｍの狭帯域光Ｎ３によっては
ほとんど励起されない。
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【００４０】
　図３において、蛍光体３７の下流側には、集光レンズ３８とロッドインテグレータ３９
が配置されている。集光レンズ３８は、蛍光体３７が発する光を集光して、ロッドインテ
グレータ３９に入射させる。ロッドインテグレータ３９は、入射した光を内部で多重反射
させることにより面内光量分布を均一化して、光源装置１３に接続された電子内視鏡１１
のライトガイド４３の入射端に光を入射させる。
【００４１】
　電子内視鏡１１は、ライトガイド４３、撮像素子４４、アナログ処理回路４５（ＡＦＥ
：Analog Front End）、撮像制御部４６を備えている。ライトガイド４３は大口径光ファ
イバ、バンドルファイバなどであり、ライトガイド４３の入射端が配置されたコネクタ２
８が光源装置１３に接続されたときに、入射端が光源装置１３のロッドインテグレータ３
９の出射端と対向する。
【００４２】
　照明窓２２の奥には、照明光の配光角を調整する照射レンズ４８が配置されている。光
源装置１３から供給された光はライトガイド４３により照射レンズ４８に導光されて照明
窓２２から観察部位に向けて照射される。観察窓２３の奥には、対物光学系５１と撮像素
子４４が配置されている。観察部位で反射した像光は、観察窓２３を通して対物光学系５
１に入射し、対物光学系５１によって撮像素子４４の撮像面４４ａに結像される。
【００４３】
　撮像素子４４は、ＣＣＤイメージセンサやＣＭＯＳイメージセンサなどからなり、フォ
トダイオードなどの画素を構成する複数の光電変換素子がマトリックスに配列された撮像
面４４ａを有している。撮像素子４４は、撮像面４４ａで受光した光を光電変換して、各
画素においてそれぞれの受光量に応じた信号電荷を蓄積する。信号電荷はアンプによって
電圧信号に変換されて読み出される。電圧信号は撮像信号として撮像素子４４から出力さ
れて、撮像信号はＡＦＥ４５に送られる。
【００４４】
　撮像素子４４は、カラー撮像素子であり、撮像面４４ａには、図５に示すような分光特
性を有するＢ、Ｇ、Ｒの３色のマイクロカラーフイルタが各画素に割り当てられている。
マイクロカラーフイルタの配列は例えばベイヤー配列である。
【００４５】
　図６に示すように、通常観察モードにおいては、撮像素子４４は、１フレームの取得期
間内で、信号電荷を蓄積する蓄積動作と、蓄積した信号電荷を読み出す読み出し動作が行
なわれる。図６（Ａ）に示すように、通常観察モードにおいては、蓄積タイミングに合わ
せてレーザ光源ＬＤ１が点灯し、照明光として狭帯域光Ｎ１と蛍光ＦＬ１とからなる白色
光が観察部位に照射され、その反射光が撮像素子４４に入射する。白色光はマイクロカラ
ーフイルタで色分離されて、Ｂ画素が狭帯域光Ｎ１に対応する反射光を受光し、Ｇ画素が
蛍光ＦＬ１の中のＧ成分を、Ｒ画素が蛍光ＦＬ１の中のＲ成分に対応する反射光を受光す
る。撮像素子４４は、Ｂ、Ｇ、Ｒの各画素の輝度値が混在した１フレーム分の撮像信号Ｂ
、Ｇ、Ｒをフレームレートに従って順次出力する。こうした撮像動作は、通常観察モード
に設定されている間、繰り返される。
【００４６】
　機能情報観察モードにおいては、図６（Ｂ）に示すように、蓄積タイミングに合わせて
レーザ光源ＬＤ１、ＬＤ２、ＬＤ３が順次点灯する。レーザ光源ＬＤ１が点灯すると、通
常観察モードと同様に、照明光として狭帯域光Ｎ１と蛍光ＦＬ１とからなる白色光が観察
部位に照射される。レーザ光源ＬＤ２が点灯すると、照明光として狭帯域光Ｎ２と蛍光Ｆ
Ｌ２とからなる白色光が観察部位に照射される。レーザ光源ＬＤ３が点灯すると、照明光
として狭帯域光Ｎ３が点灯して、狭帯域光Ｎ３が観察部位に照射される。
【００４７】
　狭帯域光Ｎ１と蛍光ＦＬ１、又は狭帯域光Ｎ２と蛍光ＦＬ２によって生成される白色光
は、マイクロカラーフイルタで色分離されて、Ｂ画素が狭帯域光Ｎ１又は狭帯域光Ｎ２に
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対応する反射光を受光し、Ｇ画素が蛍光ＦＬ１又は蛍光ＦＬ２の中のＧ成分を、Ｒ画素が
蛍光ＦＬ１又は蛍光ＦＬ２の中のＲ成分に対応する反射光を受光する。狭帯域光Ｎ３の反
射光は、Ｂ画素にのみ入射する。機能情報観察モードにおいても、通常観察モードと同様
に、撮像素子４４は、Ｂ、Ｇ、Ｒの各画素の輝度値が混在した１フレーム分の撮像信号Ｂ
、Ｇ、Ｒをフレームレートに従って順次出力する。こうした撮像動作は、機能情報観察モ
ードに設定されている間、繰り返される。
【００４８】
　ＡＦＥ４５は、相関二重サンプリング回路（ＣＤＳ）、自動ゲイン制御回路（ＡＧＣ）
、及びアナログ／デジタル変換器（Ａ／Ｄ）（いずれも図示省略）から構成されている。
ＣＤＳは、撮像素子４４からの撮像信号に対して相関二重サンプリング処理を施し、信号
電荷のリセットに起因するノイズを除去する。ＡＧＣは、ＣＤＳによりノイズが除去され
た撮像信号を増幅する。Ａ／Ｄは、ＡＧＣで増幅された撮像信号を、所定のビット数に応
じた階調値を持つデジタルな撮像信号に変換してプロセッサ装置１２に入力する。
【００４９】
　撮像制御部４６は、プロセッサ装置１２内のコントローラ５６に接続されており、コン
トローラ５６から入力されるベースクロック信号に同期して、撮像素子４４に対して駆動
信号を入力する。撮像素子４４は、撮像制御部４６からの駆動信号に基づいて、所定のフ
レームレートで撮像信号をＡＦＥ４５に出力する。
【００５０】
　プロセッサ装置１２は、コントローラ５６の他、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）
５７、画像処理部５８と、フレームメモリ５９と、表示制御回路６０を備えている。コン
トローラ５６は、ＣＰＵ、制御プログラムや制御に必要な設定データを記憶するＲＯＭ、
プログラムをロードして作業メモリとして機能するＲＡＭなどからなり、ＣＰＵが制御プ
ログラムを実行することにより、プロセッサ装置１２の各部を制御する。
【００５１】
　ＤＳＰ５７は、撮像素子４４が出力する撮像信号を取得する。ＤＳＰ５７は、Ｂ、Ｇ、
Ｒの各画素に対応する信号が混在した撮像信号を、３色の撮像信号に分離し、各色の撮像
信号に対して画素補間処理を行って、Ｂ、Ｇ、Ｒの各色の分光画像を生成する。この他、
ＤＳＰ５７は、ガンマ補正や、Ｂ、Ｇ、Ｒの各分光画像の撮像信号に対してホワイトバラ
ンス補正などの信号処理を施す。
【００５２】
　フレームメモリ５９は、ＤＳＰ５７が出力する画像データや、画像処理部５８が処理し
た処理済みのデータを記憶する。表示制御回路６０は、フレームメモリ５９から画像処理
済みの画像データを読み出して、コンポジット信号やコンポーネント信号などのビデオ信
号に変換してモニタ１４に出力する。
【００５３】
　また、画像処理部５８は、通常観察モードにおいては、ＤＳＰ５７によって色分離され
たＢ、Ｇ、Ｒの分光画像Ｂ、Ｇ、Ｒに基づいて、通常観察画像を生成する。画像処理部５
８は、フレームメモリ５９内の分光画像Ｂ、Ｇ、Ｒが更新される毎に、通常観察画像を生
成する。
【００５４】
　画像処理部５８には、機能画像処理部６１が設けられている。機能画像処理部６１は、
機能情報観察モードにおいて、狭帯域光Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３の照射タイミングに合わせて順
次取得される撮像信号に対応する３つの分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３に基づいて、血
中ヘモグロビンの酸素飽和度ＳｔＯ２と、血管の深さＤの情報を算出する。そして、算出
した酸素飽和度を疑似カラーで画像化した酸素飽和度画像を生成する。分光画像ＰＢ１、
ＰＢ２、ＰＢ３は、撮像素子４４が出力する撮像信号から、狭帯域光Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３の
反射光量を表すＢ画素の信号を分離して生成されたものである。
【００５５】
　図４及び図５に示すように、撮像素子４４のＢ画素のマイクロカラーフイルタの分光特
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性は、青色領域の狭帯域光Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３だけでなく、狭帯域光Ｎ１、Ｎ２によって励
起される蛍光ＦＬ１、ＦＬ２の一部と重なっているため、各分光画像ＰＢ１、ＰＢ２の輝
度値には、狭帯域光Ｎ１、Ｎ２の反射光量に加えて、蛍光ＦＬ１、ＦＬ３の一部の反射光
量が含まれている。分光画像ＰＢ３の輝度値は、狭帯域光Ｎ３の反射光量を表す。
【００５６】
　機能画像処理部６１は、位置合わせ処理部６３、輝度比算出部６４、相関関係記憶部６
５、血管深さ－酸素飽和度算出部６６と、血管深さ画像生成部６７及び酸素飽和度画像生
成部６８を備えている。位置合わせ処理部６３は、後述するように、分光画像ＰＢ１、Ｐ
Ｂ２、ＰＢ３の３つの分光画像の位置合わせ処理を行う。
【００５７】
　輝度比算出部６４は、位置合わせ処理が行われた分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３をフ
レームメモリ５９から読み出して、各分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３を照合して、分光
画像ＰＢ１と分光画像ＰＢ３の第１輝度比Ｓ１／Ｓ３を求めるとともに、分光画像ＰＢ１
と分光画像ＰＢ３の第２輝度比Ｓ２／Ｓ３を求める。
【００５８】
　ここで、Ｓ１は分光画像ＰＢ１の画素の輝度値を、Ｓ２は分光画像ＰＢ２の画素の輝度
値を、Ｓ３は分光画像ＰＢ３の画素の輝度値を表している。輝度値Ｓ３は、観察部位の明
るさのレベルを表すものであり、輝度値Ｓ１、Ｓ２を比較するために、輝度値Ｓ１、Ｓ２
の値を規格化するための参照信号である。
【００５９】
　第１輝度比Ｓ１／Ｓ３と第２輝度比Ｓ２／Ｓ３は、各分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３
間において、対応する全画素について算出される。分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３は、
位置合わせが行われているので、血管領域の画素同士の輝度比を求めることができる。も
ちろん、血管領域を特定して、その部分のみについて、第１輝度比Ｓ１／Ｓ３と第２輝度
比Ｓ２／Ｓ３を求めてもよい。
【００６０】
　相関関係記憶部６５は、第１及び第２輝度比Ｓ１／Ｓ３、Ｓ２／Ｓ３と、血管中の酸素
飽和度及び血管深さとの相関関係を記憶している。この相関関係は、生体組織の光反射特
性と、これまでの診断等で蓄積された多数の分光画像の分析により得られたものである。
以下に、上記相関関係とそれを前提とした、酸素飽和度及び血管深さの算出方法について
説明する。
【００６１】
　生体組織の光反射特性は、具体的には、図８に示す、血中のヘモグロビンの吸光スペク
トルで表される光吸収特性と、図９に示す、生体組織の光散乱特性である。
【００６２】
　図８に示すように、ヘモグロビンは、照射する光の波長によって吸光係数μａが変化す
る光吸収特性を持っている。吸光係数μａは、ヘモグロビンの光の吸収の大きさである吸
光度を表すもので、ヘモグロビンに照射された光の減衰状況を表すＩ０ｅｘｐ（－μａ×
ｘ）の式の係数である。ここで、Ｉ０は光源装置から観察部位の表層粘膜など生体組織に
照射される光の強度であり、ｘ（ｃｍ）は生体組織内の血管までの深さである。
【００６３】
　ヘモグロビンの吸光スペクトルは、長波長側の赤色領域において低く、緑色領域や青色
領域においてピークを持っている。波長が４５０ｎｍ以下の青色領域のピークは特に高い
。このため、白色光の下では、緑色領域や青色領域が吸収されるので血液は赤く見える。
このように、ヘモグロビンの吸光スペクトルは、波長依存性を有しており、異なる波長間
では吸光係数μａが変わるので、波長が変化すれば輝度値も変化する。例えば、狭帯域光
Ｎ１（４４５ｎｍ）と狭帯域光Ｎ２（４７３ｎｍ）をそれぞれ同じ光強度で、同じ太さ（
血液量が同じ）の血管に照射しても、吸光係数μａが異なるので、それぞれの分光画像Ｐ
Ｂ１、ＰＢ２に対応する輝度値Ｓ１、Ｓ２は異なる。
【００６４】
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　また、図８のグラフの縦軸を対数表示にした図１０において、酸素と結合していない還
元ヘモグロビン７０と、酸素と結合した酸化ヘモグロビン７１は、異なる吸光特性を持っ
ており、同じ吸光係数μａを示す等吸収点（図１０における各ヘモグロビン７０、７１の
交点）を除いて、吸光係数μａに差が生じる。吸光係数μａに差があると、同じ光強度か
つ同じ波長の光を照射しても、酸素飽和度が変化すれば、輝度値が変化する。例えば、４
４５ｎｍや４７３ｎｍ付近の波長の光である狭帯域光Ｎ１、Ｎ２では、どちらの波長域に
おいても吸光係数μａに差があるため、酸素飽和度が変化すると、分光画像ＰＢ１、ＰＢ
２の輝度値Ｓ１、Ｓ２は変化する。
【００６５】
　ただし、４４５ｎｍ付近では、還元ヘモグロビン７０の吸光係数μａの方が酸化ヘモグ
ロビン７１の吸光係数μａよりも高くなっており、一方、４７３ｎｍ付近では、酸化ヘモ
グロビンの方が還元ヘモグロビン７０よりも高くなっており、両者の吸光係数μａの大小
関係が逆転している。このため、４４５ｎｍに対応する輝度値Ｓ１は、酸素飽和度が高い
ほど、高くなるのに対して、４７３ｎｍに対応する輝度値Ｓ２は、酸素飽和度が高いほど
、低くなる。
【００６６】
　一方、波長４０５ｎｍは、ヘモグロビンの吸光スペクトルにおいて等吸収点であるため
、４０５ｎｍに対応する輝度値Ｓ３は、酸素飽和度が変化しても、光強度が同じであれば
一定である。
【００６７】
　また、生体組織の散乱特性は、図９に示すように、散乱係数μＳが波長依存性を持って
いる。散乱は主として血管以外の粘膜で生じる。散乱係数μＳは、短波長側で高く、特に
４５０ｎｍ以下の領域では急激に大きくなる。そして、長波長に向かって単調減少する。
【００６８】
　消化管内の粘膜に対して波長λの光を照射したときの反射率Ｒは、散乱係数μＳが大き
いほど、また、血管深さＤが深いほど、高くなる。血管が深いと、粘膜表層から血管まで
の距離が長く、粘膜に入射した光が血管に到達するまでの間に散乱によって反射するため
である。血管が深いほど血管に到達する光量は小さくなり、血管とその周辺の血管が存在
しない粘膜とのコントラストは小さくなる。また、血中ヘモグロビン（血液）による光の
吸収については、吸光係数μａが高く、また、血管が太いほど（血液量が多いほど）、光
の吸収が多いため、反射率Ｒは小さくなる。
【００６９】
　分光画像の輝度値は、反射率Ｒによって決まる値であり、反射率Ｒが高いほど高く、反
射率Ｒが低いほど小さい。以上を前提とすると、血管の太さが同じ（血液量が同じ）場合
には、２つの狭帯域光Ｎ１（４４５ｎｍ）及び狭帯域光Ｎ２（４７３ｎｍ）は、散乱係数
μＳが異なるため、血管深さＤの変化に対する反射率Ｒの変化量が異なる。また、狭帯域
光Ｎ１と狭帯域光Ｎ２では、還元ヘモグロビン７０と酸化ヘモグロビン７１のそれぞれの
吸光係数μａの差の大きさも異なるため、酸素飽和度ＳｔＯ２の変化に対する反射率Ｒの
変化量も異なる。このような散乱係数μＳに差があり、かつ、各ヘモグロビン７０、７１
の吸光係数μａの差の大きさが異なる２種類の波長の光の輝度値（反射率Ｒによって決ま
る）を比較することで、酸素飽和度ＳｔＯ２と血管深さＤの２種類の情報を取得すること
ができる。言い換えれば、酸素飽和度ＳｔＯ２及び血管深さＤのそれぞれについて、相互
間の影響を排除した精度の高い情報を取得することができる。
【００７０】
　狭帯域光Ｎ１（４４５ｎｍ）、Ｎ２（４７３ｎｍ）、Ｎ３（４０５ｎｍ）の３つの光の
輝度値Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３と、酸素飽和度ＳｔＯ２及び血管深さＤのそれぞれとの関係は、
具体的には以下のような関係となる。
【００７１】
　まず、酸素飽和度ＳｔＯ２との関係について、輝度値Ｓ１と酸素飽和度ＳｔＯ２の関係
は、図１０のヘモグロビンの吸光スペクトルに示したように、波長４４５ｎｍでは還元ヘ
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モグロビン７０の方が酸化ヘモグロビン７１よりも吸光係数μａが高いので、図１１の＜
Ｓ１－Ｓ＞のグラフに示すように、右肩上がりのグラフになり、酸素飽和度ＳｔＯ２が高
いほど、輝度値Ｓ１は高くなる。そして、波長４７３では、還元ヘモグロビン７０と酸化
ヘモグロビン７１のそれぞれの吸光係数μａの大小関係が逆転しているため、輝度値Ｓ２
と酸素飽和度ＳｔＯ２の関係は、図１１の＜Ｓ２－Ｓ＞のグラフに示すように、右肩下が
りのグラフになり、酸素飽和度ＳｔＯ２が高いほど、輝度値Ｓ２は低くなる。波長４０５
ｎｍは等吸収点であるため、図１１の＜Ｓ３－Ｓ＞のグラフに示すように、酸素飽和度Ｓ
ｔＯ２が変化しても、輝度値Ｓ３は一定である。
【００７２】
　＜Ｓ１－Ｓ＞、＜Ｓ２－Ｓ＞、＜Ｓ３－Ｓ＞のグラフから、第１輝度比Ｓ１／Ｓ３、第
２輝度比Ｓ２／Ｓ３のそれぞれと酸素飽和度ＳｔＯ２の関係は、図１１の＜Ｓ１／Ｓ３－
Ｓ＞、＜Ｓ２／Ｓ３－Ｓ＞のようになる。＜Ｓ１／Ｓ３－Ｓ＞のグラフに示すように、第
１輝度比Ｓ１／Ｓ３と酸素飽和度ＳｔＯ２の関係は、酸素飽和度ＳｔＯ２が高いほど、第
１輝度比Ｓ１／Ｓ３は高い。一方、＜Ｓ１／Ｓ３－Ｓ＞のグラフに示すように、第２輝度
比Ｓ２／Ｓ３と酸素飽和度ＳｔＯ２の関係は、酸素飽和度ＳｔＯ２が高いほど、第２輝度
比Ｓ２／Ｓ３は高い。
【００７３】
　次に、狭帯域光Ｎ１（４４５ｎｍ）、Ｎ２（４７３ｎｍ）、Ｎ３（４０５ｎｍ）の３つ
の光の輝度値Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３と、血管深さＤとの関係は、図１２に示すようになる。
【００７４】
　輝度値Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３のそれぞれと血管深さＤの関係については、図１２の＜Ｓ１－
Ｄ＞、＜Ｓ２－Ｄ＞、＜Ｓ３－Ｄ＞のグラフに示すように、輝度値Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３のい
ずれも、右肩上がりとなり、血管深さＤが深いほど高くなる。これは、上述のとおり、血
管が深い位置にあるほど、粘膜表層から血管までの距離が長く、粘膜に入射した光が血管
に到達するまでの間に散乱によって反射する光量が多くなり、反射率が高くなるためであ
る。
【００７５】
　ただし、輝度値Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３は、それぞれ散乱係数μＳが異なるため、グラフの傾
きは異なる。グラフの傾きは、散乱係数μＳが高い順に大きくなる。すなわち、輝度値Ｓ
３（４０５ｎｍ）の傾きが最も大きく、次が輝度値Ｓ１（４４５ｎｍ）で、輝度値Ｓ３（
４７３ｎｍ）が最も小さい。また、血管の深さＤが同じ場合の輝度値を比較すると、散乱
係数μＳが大きいほど、輝度値は大きくなる。結果として、散乱係数μＳが高いほど、輝
度値が飽和する血管深さＤが浅く、輝度値Ｓ３が最も浅い位置で飽和する。
【００７６】
　＜Ｓ１－Ｄ＞、＜Ｓ２－Ｄ＞、＜Ｓ３－Ｄ＞のグラフから、第１輝度比Ｓ１／Ｓ３及び
第２輝度比Ｓ２／Ｓ３のそれぞれと血管深さＤの関係は、図１２の＜Ｓ１／Ｓ３－Ｄ＞、
＜Ｓ２／Ｓ３－Ｄ＞のグラフに示すようになる。＜Ｓ１／Ｓ３－Ｄ＞のグラフに示すよう
に、第１輝度比Ｓ１／Ｓ３と血管深さＤの関係は、血管深さＤが深いほど、第１輝度比Ｓ
１／Ｓ３は低い。同様に、＜Ｓ１／Ｓ３－Ｄ＞のグラフに示すように、第２輝度比Ｓ２／
Ｓ３と血管深さＤの関係も、第１輝度比Ｓ１／Ｓ３と同様に、血管深さＤが深いほど、第
２輝度比Ｓ２／Ｓ３は低い。
【００７７】
　図１２に示すように、第１輝度比Ｓ１／Ｓ３及び第２輝度比Ｓ２／Ｓ３のそれぞれと、
酸素飽和度ＳｔＯ２との関係（図１２の＜Ｓ１／Ｓ３－Ｓ＞、＜Ｓ１／Ｓ３－Ｓ＞のグラ
フ）と、第１輝度比Ｓ１／Ｓ３及び第２輝度比Ｓ２／Ｓ３のそれぞれと、血管深さＤとの
関係（図１２の＜Ｓ１／Ｓ３－Ｄ＞、＜Ｓ１／Ｓ３－Ｄ＞のグラフ）を統合すると、第１
及び第２輝度比Ｓ１／Ｓ３，Ｓ２／Ｓ３を表す輝度座標系６６と、酸素飽和度及び血管深
さを表す血管情報座標系６７との対応関係が得られる。
【００７８】
　輝度座標系６６は、ＸＹの２軸を持つＸＹ座標系であり、Ｘ軸に第１輝度比Ｓ１／Ｓ３
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が割り当てられ、Ｙ軸には第２輝度比Ｓ２／Ｓ３が割り当てられている。
【００７９】
　血管情報座標系６７は、輝度座標系６６上に設けられたＵＶの２軸を持つＵＶ座標系で
あり、U軸は血管深さＤに、Ｖ軸は酸素飽和度ＳｔＯ２に割り当てられている。Ｕ軸は、
血管深さＤが輝度座標系６６に対して正の相関関係があることから、正の傾きを有してい
る。このＵ軸に関して、右斜め上に行くほど血管は浅いことを、左斜め下に行くほど血管
が深いことを示している。一方、Ｖ軸は、酸素飽和度ＳｔＯ２が輝度座標系６６に対して
負の相関関係を有することから、負の傾きを有している。このＶ軸に関して、左斜め上に
行くほど酸素飽和度ＳｔＯ２が低いことを、右斜め下に行くほど酸素飽和度ＳｔＯ２が高
いことを示している。また、血管情報座標系６７においては、U軸とV軸とは交点Ｐで交差
している。
【００８０】
　相関関係記憶部６１（図７参照）は、図１３に示すような、輝度座標系６６と、血管情
報座標系６７との対応関係を表す相関関係のデータを記憶している。
【００８１】
　輝度比算出部６０は、分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３のそれぞれから、画面内の位置
が対応する画素を読み出して、画素毎に第１輝度比Ｓ１／Ｓ３及び第２輝度比Ｓ２／Ｓ３
を算出する。輝度比算出部６０は、算出した第１輝度比Ｓ１／Ｓ３及び第２輝度比Ｓ２／
Ｓ３の１対の輝度比のデータを画素毎に、血管深さ－酸素飽和度算出部６２に対して出力
する。血管深さ－酸素飽和度算出部６２は、第１及び第２輝度比Ｓ１／Ｓ３，Ｓ２／Ｓ３
が入力されると、相関関係記憶部６１に記憶された相関関係を参照して、入力された第１
及び第２輝度比Ｓ１／Ｓ３，Ｓ２／Ｓ３に対応する酸素飽和度ＳｔＯ２と血管深さＤを特
定する。
【００８２】
　血管深さ－酸素飽和度算出部６２に入力された第１輝度比Ｓ１／Ｓ３及び第２の輝度比
Ｓ２／Ｓ３を、それぞれ第１輝度比をＳ１＊／Ｓ３＊、第２輝度比をＳ２＊／Ｓ３＊とす
ると、血管深さ－酸素飽和度算出部６２は、次のようにして、酸素飽和度ＳｔＯ２と血管
深さＤを特定する。
【００８３】
　血管深さ－酸素飽和度算出部６２は、図１４（Ａ）に示すように、輝度座標系６６にお
いて、第１及び第２輝度比Ｓ１＊／Ｓ３＊，Ｓ２＊／Ｓ３＊に対応する座標（Ｘ＊，Ｙ＊

）を特定する。座標（Ｘ＊，Ｙ＊）が特定されたら、図１４（Ｂ）に示すように、血管情
報座標系６７において、特定した座標（Ｘ＊，Ｙ＊）を、酸素飽和度の座標軸であるＶ軸
と、血管深さの座標軸であるＵ軸にそれぞれ射影して、座標（Ｕ＊，Ｖ＊）を特定する。
これにより、１つの画素について、血管深さ情報Ｕ＊及び酸素飽和度情報Ｖ＊が求まる。
血管深さ－酸素飽和度算出部６２は、こうした処理を１画面分の全画素について繰り返し
て、全画素に対する血管深さ情報Ｕ＊及び酸素飽和度情報Ｖ＊を求める。
【００８４】
　以上説明したように、散乱係数μＳに差があり、かつ、各ヘモグロビン７０、７１の吸
光係数μａの差の大きさが異なる２種類の波長の光（Ｎ１、Ｎ２）の輝度値Ｓ１、Ｓ２と
、各輝度値Ｓ１、Ｓ２を比較するための参照光（Ｎ３）の輝度値Ｓ３を利用することで、
酸素飽和度ＳｔＯ２と血管深さＤについて、相互の影響を排除した精度の高い情報を取得
することができる。これは２種類の光の反射率Ｒを比較することに他ならないので、酸素
飽和度ＳｔＯ２及び血管深さＤの変化に対する変化量の差が大きいほど、比較される輝度
値Ｓ１、Ｓ２の差も大きくなり、Ｓ／Ｎ比が高くなり、精度の高い情報を得ることができ
る。比較される輝度値Ｓ１、Ｓ２を求めるための２種類の光については、本例の狭帯域光
Ｎ１、Ｎ２のように、散乱係数μＳの差が大きく、かつ、各ヘモグロビン７０、７１の吸
光係数μａの差が大きな、波長を選択することが好ましい。
【００８５】
　上記例では、狭帯域光Ｎ１、Ｎ２のように、還元ヘモグロビン７０と酸化ヘモグロビン
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７１の吸光係数μａの大小関係が逆転している波長域を持つ２つの光を利用する例で説明
したが、吸光係数μａの差があれば大小関係が逆転していなくても構わない。例えば、比
較する輝度値Ｓ１、Ｓ２を得るための２つの波長を、ともに、還元ヘモグロビン７０の吸
光係数μａの方が酸化ヘモグロビン７１よりも高い波長の光を利用する場合には、酸素飽
和度ＳｔＯ２と輝度値Ｓの関係は、２つの波長ともに、４４５ｎｍの狭帯域光Ｎ１と同様
に、右肩上がりとなる。その場合には、図１５に示すように、血管座標系６７の傾きが変
化して右肩上がりとなる。
【００８６】
　図１５に示す例は、吸光係数μａの大小関係が逆転している場合と比較すると、信号値
（輝度比）の差が小さくなるため、その分Ｓ／Ｎ比は低くなる。そのため、Ｓ／Ｎ比を上
げる観点からは、上記例の狭帯域光Ｎ１、Ｎ２のように、吸光係数μａの大小関係が逆転
している２つの波長を選択することが好ましい。
【００８７】
　また、２つの輝度値Ｓ１、Ｓ２を規格化するための参照信号を得るための参照光として
、等吸収点の波長の光である狭帯域光Ｎ３を使用しているが、参照光は観察部位の明るさ
のレベルが分かればよいので、等吸収点の波長でなくてもよい。また、白色光でもよいし
、白色光から色分離したＧ色光やＲ色光を用いてもよい。
【００８８】
　図７において、血管深さ画像生成部６７は、内部メモリを有しており、内部メモリには
、血管深さの程度に応じてカラー情報が割り当てられたカラーテーブル６７ａが記憶され
ている。カラーテーブル６７ａには、例えば、血管の深さが表層のときは青、中層のとき
は緑、深層のときは赤というように、血管深さの程度に応じて、明瞭に区別することがで
きる色が割り当てられている。ここでいう血管深さは、狭帯域光Ｎ１、Ｎ２の深達度の範
囲内における深さである。狭帯域光Ｎ１、Ｎ２は、青色領域であるため、観察部位の表面
からの深達度は、より波長が長い赤色領域の光に比べて短いため、狭帯域光Ｎ１、Ｎ２に
よって、主として表層領域内の深さの程度を判別することができる。血管深さ画像生成部
６７は、カラーテーブル６７ａから、血管深さ－酸素飽和度算出部６７で算出された血管
深さ情報Ｕ＊に対応するカラー情報を特定する。
【００８９】
　血管深さ画像生成部６７は、血管領域内の全ての画素についてカラー情報が特定される
と、カラー情報を、通常観察画像に合成することで、通常観察画像に反映させる。通常観
察画像としては、例えば、狭帯域光Ｎ１とそれによって励起される蛍光ＦＬ１とからなる
白色光によって取得される画像データを用いる。これにより、通常観察画像に対して血管
深さの情報が反映された血管深さ画像が生成される。生成された血管深さ画像は再度フレ
ームメモリ５９に記憶される。なお、カラー情報は、通常観察画像にではなく、機能情報
観察モードにおいて得られる、分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３のいずれか、あるいはこ
れらを合成した合成画像に対して反映させてもよい。
【００９０】
　酸素飽和度画像生成部６８は、内部メモリを有しており、内部メモリには、酸素飽和度
の程度に応じてカラー情報が割り当てられたカラーテーブル６８ａが記憶されている。カ
ラーテーブル６８ａには、例えば、低酸素飽和度であるときにはシアン、中酸素飽和度で
あるときにはマゼンダ、高酸素飽和度であるときにはイエローというように、酸素飽和度
の程度に応じて、明瞭に区別することができる色が割り当てられている。酸素飽和度画像
生成部６４は、血管深さ画像生成部と同様に、カラーテーブル６８ａから血管深さ－酸素
飽和度算出部で算出された酸素飽和度情報Ｖ＊に対応するカラー情報を特定する。そして
、このカラー情報を通常観察画像に反映させることにより、酸素飽和度画像を生成する。
生成された酸素飽和度画像は、血管深さ画像と同様、フレームメモリ５９に記憶される。
なお、血管深さ画像と同様に、酸素飽和度画像は、通常観察画像の代わりに、分光画像Ｐ
Ｂ１、ＰＢ２、ＰＢ３やこれらの合成画像をベースにカラー情報を反映させたものでもよ
い。
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【００９１】
　表示制御回路６０は、通常観察画像と同様に、フレームメモリ５９から血管深さ画像や
酸素飽和度画像を読み出して、これをビデオ信号に変換してモニタ１４に出力する。機能
情報観察モードにおける画像の表示形態としては様々なパターンが考えられる。
【００９２】
　例えば、図１６に示すように、モニタ１４の一方の側に通常観察画像の表示画像７２を
表示させ、他方の側に、血管深さ画像の表示画像７３または酸素飽和度画像の表示画像７
４のいずれかを表示させるようにしてもよい。表示画像７３と表示画像７４の切り替えは
、例えばコンソール１５の操作によって行われる。もちろん、表示画像７３、７４を同時
に表示してもよい。表示画像７３では、表層血管７５が青色で、中層血管７６が緑色で、
深層血管７７が赤色で表示される。また、酸素飽和度画像７４では、低酸素飽和度を示す
血管８０がシアンで、中酸素飽和度を示す血管８１がマゼンダで、高酸素飽和度を示す血
管８２がイエローで表示される。
【００９３】
　なお、血管深さ情報と酸素飽和度情報は、画像に代えて又は加えて、文字情報として表
示してもよい。また、酸素飽和度を画像化しているが、酸素飽和度画像には、上記例で示
した形態に代えて、又はそれに加えて、「血液量（酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビン
の和）×酸素飽和度（％）」から求まる酸化ヘモグロビンインデックスを画像化したもの
も含まれる。
【００９４】
　また、本例では、酸素飽和度の算出において、狭帯域光Ｎ１、Ｎ２として、青色領域の
狭帯域光を使用している。青色領域の光が使用される理由は、腫瘍の良悪鑑別などの病変
部の診断においては、中深層よりも表層血管の性状の把握が重要である場合も多く、表層
血管の性状を詳細に把握できる観察方法が望まれているためである。こうした要請に応え
るため、本発明においては、深達度が浅く、表層血管の情報を良好に取得できる青色領域
の光が採用される。
【００９５】
　そして、狭帯域光が使用される理由は次のとおりである。図８、図１０に示すヘモグロ
ビンの吸光スペクトルで明らかなように、青色領域においては、緑色領域や赤色領域と比
較して、吸光度の変化が急峻であり、波長が少しずれると、吸光度が大きく変化する。ま
た、各ヘモグロビン７０、７１の吸光度の大小関係に逆転が生じる等吸収点の間隔も狭い
。波長域が広いと、大小関係が逆転する２つの領域の信号が混合して、輝度値が平均化さ
れてしまうため、精度の高い情報が得られない。そのため、青色領域の光を利用して表層
血管の血管情報を得るためには、２つの等吸収点の間隔に近い幅の波長域、好ましくは、
２つの等吸収点の間隔に収まる波長域を持つ狭い狭帯域光を用いる必要がある。
【００９６】
　また、表層血管は、中深層血管と比較して細いため、照射される光量が不足しがちであ
り、表層血管を観察する場合には、光量が大きな光源が必要になる。
【００９７】
　このように、表層血管に関する血管情報の測定精度を高めるには、青色領域の狭帯域光
で、かつ高い光量の光を発する光源が適しており、こうした理由から、本例においては、
高出力の狭帯域光Ｎ１、Ｎ２を発光可能なレーザ光源ＬＤ１、ＬＤ２を採用している。
【００９８】
　次に、機能情報観察モードにおいて、酸素飽和度及び血管深さの算出の前に、位置合わ
せ処理部６３が実行する位置合わせ処理について説明する。図６（Ｂ）に示すように、狭
帯域光Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３の照射タイミング及びその反射光の撮像タイミングが異なるため
、取得される分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３は、手ぶれ、視野の移動、心拍や呼吸など
による患者の体動によって、位置ズレが生じる。酸素飽和度の算出に当たっては、各分光
画像ＰＢ１、ＰＢ２の対応する画素の輝度値を比較するため、位置合わせ処理部６３は、
位置合わせを行って、各分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３間の位置ズレを解消する。
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【００９９】
　図１７に示すように、位置合わせ処理部６３は、最初に、分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、Ｐ
Ｂ３を、フレームメモリ５９から読み出して、コントラスト調整処理を施す。コントラス
ト調整処理は、位置合わせ用画像を生成するための前処理である。そして、コントラスト
を調整後、前処理が済んだ処理済みの分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３に対して二値化処
理を施して、位置合わせ用画像である二値画像ＥＰＢ１、ＥＰＢ２、ＥＰＢ３を生成する
。そして、二値画像ＥＰＢ１、ＥＰＢ２、ＥＰＢ３に基づいて、位置ズレ量検出処理を行
う。最後に、位置合わせ用画像で検出された位置ズレ量に基づいて、原画像である分光画
像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３の位置合わせ処理を行う。
【０１００】
　図１８に示すように、位置合わせ処理部６３は、コントラスト調整処理を行う際に、分
光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３について、それぞれの濃度ヒストグラムを求める。周知の
ように、濃度ヒストグラムは、横軸に画素値（輝度値）を、縦軸に頻度を取ったグラフで
ある。分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３のそれぞれには、表層血管８６と中深層血管８７
が描出されている。
【０１０１】
　狭帯域光Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３は、それぞれ４４５ｎｍ、４７３ｎｍ、４０５ｎｍの青色領
域の波長域を持つ。これらの波長域は、ヘモグロビンの吸光係数が高いため、表層血管８
６、中深層血管８７の領域では、狭帯域光Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３の反射光量が小さく、輝度値
も低い。一方、血管が存在しない領域はヘモグロビンによる吸収が無いため、反射光量が
大きく、輝度値が高い。そのため、分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３において、表層血管
８６、中深層血管８７は、その周辺の血管が存在しない領域と比較して、濃度が高い。
【０１０２】
　また、狭帯域光Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３は青色領域の波長域を持つため、散乱が強く、深達度
が低いため、中深層血管８７まで到達する光量は少なく、表層血管８６における吸収が多
い。そのため、分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３において、中深層血管８７と比べて、表
層血管８６の濃度が高く描出される。そのため、分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３の濃度
ヒストグラムは、濃度が高い順（画素値が低い順）に、表層血管８６のピークａ、中深層
血管８７のピークｂ、血管が存在しない粘膜のピークｃの３つのピークを持つ。
【０１０３】
　また、図８、図１０に示すヘモグロビンの吸光スペクトルで明らかなように、狭帯域光
Ｎ２（４７３ｎｍ）は、狭帯域光Ｎ１、Ｎ２と比較して、ヘモグロビンの吸収係数μａが
低いため、相対的にヘモグロビンによる吸収が少ない。そのため、分光画像ＰＢ２は、分
光画像ＰＢ１、ＰＢ３と比較すると、血管と血管が存在しない粘膜とのコントラストが低
い。これは、濃度ヒストグラムにおいては、画素値の最大値（ｍａｘ）と最小値（ｍｉｎ
）の幅であるダイナミックレンジＤＲの違いとして現れる。分光画像ＰＢ２のダイナミッ
クレンジＤＲ２は、分光画像ＰＢ１、ＰＢ３のダイナミックレンジＤＲ１、ＤＲ３よりも
狭い。
【０１０４】
　分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３の位置合わせを行う場合には、白と黒に二値化される
が、コントラストに差があると、例えば、コントラストが高い分光画像ＰＢ１、ＰＢ３の
二値画像ＥＰＢ１、ＥＰＢ３においては黒に振り分けられる血管領域が、コントラストが
低い分光画像ＰＢ２の二値画像ＥＰＢ２においては白に振り分けられてしまう場合がある
。この場合には、同じ値を示すべき領域が異なる値を示すことになるため、位置合わせの
精度の低下を招く。
【０１０５】
　そのため、図１９に示すように、位置合わせ処理部６３は、分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、
ＰＢ３間においてコントラスト調整処理を施して、各分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３の
コントラストを合わせる。図１９においては、分光画像ＰＢ１及び分光画像ＰＢ２間のコ
ントラストを合わせる例を示している。
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【０１０６】
　位置合わせ処理部６３は、内部メモリを有しており、内部メモリには、階調補正テーブ
ル６３ａが記憶されている。階調補正テーブル６３ａは、横軸が入力値を、縦軸が出力値
を表し、入力値と出力値の対応関係を示す階調補正カーブを有している。コントラストを
上げるためには、処理前の原画像において濃度が低い部分は、濃度がより低く、濃度が高
い部分はより高くなるようにすればよいので、図１９に示す略Ｓ字形状の階調補正カーブ
に基づいて階調補正を行えば、コントラストを上げることができる（ＤＲが広がる）。反
対に、逆Ｓ字形状の階調補正カーブを使用すれば、コントラストが下がる（ＤＲが狭くな
る）。
【０１０７】
　コントラスト調整処理において、位置合わせ処理部６３は、最もコントラストが低い分
光画像ＰＢ２に対してコントラストが高い分光画像ＰＢ１を基準画像とし、分光画像ＰＢ
２のコントラストが基準画像のコントラストに一致するように調整レベルを決定する。位
置合わせ処理部６３は、分光画像ＰＢ１と分光画像ＰＢ２の濃度ヒストグラムに基づいて
、それぞれのダイナミックレンジＤＲ１、ＤＲ２を判定し、分光画像ＰＢ２のダイナミッ
クレンジＤＲ２が、ダイナミックレンジＤＲ１にほぼ一致するように階調補正テーブル６
３ａの階調補正カーブを生成する。生成した階調補正カーブを適用して、分光画像ＰＢ２
に対してコントラスト調整処理を施すことで、分光画像ＰＢ２のダイナミックレンジＤＲ
２を、分光画像ＰＢ１のダイナミックレンジＤＲ１に合わせる。これにより、分光画像Ｐ
Ｂ２において、血管領域と血管が存在しない領域の濃度差が広がって、明瞭な識別が可能
になる。
【０１０８】
　図１９においては、分光画像ＰＢ１、ＰＢ２間のコントラスト調整処理を説明したが、
位置合わせ処理部６３は、分光画像ＰＢ１、ＰＢ３に対してもコントラスト調整処理を行
う。分光画像ＰＢ１、ＰＢ３間のコントラスト調整処理においては、分光画像ＰＢ１を基
準画像として、分光画像ＰＢ３のコントラストを調整する。これにより、分光画像ＰＢ１
、ＰＢ２、ＰＢ３の２つの分光画像のコントラストをほぼ一致させることができる。なお
、位置合わせ処理部６３が、濃度ヒストグラムに基づいて、２つの分光画像のコントラス
トの差が所定の許容範囲にあるか否かを判定して、許容範囲内の場合には、コントラスト
調整処理をせず、許容範囲外の場合にのみコントラスト調整処理を実行してもよい。例え
ば、分光画像ＰＢ１、ＰＢ３間のコントラストの差が許容範囲である場合には、分光画像
ＰＢ１、ＰＢ３に対してはコントラスト調整処理を行わなくてもよい。
【０１０９】
　位置合わせ処理部６３は、図１７で示したように、コントラスト調整処理を施した分光
画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３に対して二値化処理を施し、しきい値を基準に画素値を白と
黒の二値に振り分けて二値画像ＥＰＢ１、ＥＰＢ２、ＥＰＢ３を生成する。しきい値は、
血管領域が黒、血管が存在しない領域が白になるような値が設定される。例えば、濃度ヒ
ストグラムの中深層血管のピークｂと粘膜のピークｃの間の谷をしきい値として設定する
。なお、青色領域の狭帯域光では、中深層血管８７と比較して、表層血管８６がより明瞭
に描出されるので、表層血管８６のピークａと中深層血管８７のピークｂの間の谷をしき
い値として設定してもよい。
【０１１０】
　位置合わせ処理部６３は、二値化処理後に、二値画像ＥＰＢ１、ＥＰＢ２、ＥＰＢ３に
基づいて、位置ズレ量検出処理を行う。位置ズレ量検出処理では、例えば、ブロックマッ
チングの手法で画像間の動きベクトルを求めて、求めた動きベクトルを位置ズレ量として
検出する。
【０１１１】
　具体的には、図２０に示すように、二値画像ＥＰＢ１と二値画像ＥＰＢ２の２つの画像
の一方、例えば二値画像ＥＰＢ１を基準画像として、基準画像の画面内において代表点９
１を設定し、各代表点の周囲に例えば９×９画素程度の小領域をブロック９２として設定
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する。代表点９１は、例えば画面内に９つ設定され、ブロック９２も代表点９１の数に応
じて９つ設定される。一方、二値画像ＥＰＢ２においては、各代表点９１と同じ座標位置
を基準にブロック９２よりも大きなサーチエリア９３を設定する。そして、二値画像ＥＰ
Ｂ２のサーチエリア９３内において、二値画像ＥＰＢ１のブロック９２の画素値の積算値
と、相関が高い領域を探索する。探索方法としては、例えば、二乗誤差ＳＳＤ（Ｓｕｍ　
ｏｆ　Ｓｑｕａｒｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）が利用される。
【０１１２】
　二乗誤差ＳＳＤは、ブロック９２内の積算値と、サーチエリア９３においてブロック９
２と同じ大きさのブロックの積算値とをそれぞれ二乗して、両者の差分をとることによっ
て求められる。二乗誤差ＳＳＤが小さいほど両者の相関が高いと判定される。図２０にお
いて、サーチエリア９３内において、ブロック９２と最も相関が高い領域がブロック９４
と判定された場合には、ブロック９２の代表点９１の座標と、ブロック９４の代表点９６
の座標に基づいて動きベクトル９７を求める。位置合わせ処理部６３は、こうした処理を
各ブロックについて行い、求めた各動きベクトル９７を平均した値を、画像全体の位置ズ
レ量として検出する。なお、本例においては二乗誤差ＳＳＤを利用しているが、各ブロッ
クの誤差の絶対値ＳＡＤ（Ｓｕｍ　ｏｆ　Ａｂｓｏｌｕｔｅ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）を
利用してもよい。また、本例においては、直線移動方向に関する位置ズレ量のみを求めて
いるが、回転方向に関する位置ズレ量を求めてもよい。
【０１１３】
　位置合わせ処理部６３は、検出した位置ズレ量を、分光画像ＰＢ１、ＰＢ２に対して適
用して位置合わせを行う。具体的には、各分光画像ＰＢ１、ＰＢ２のそれぞれの原点Ｏを
位置ズレ量に基づいて調節して、各画素の座標を変換する。位置合わせ処理部６３は、二
値画像ＥＢ１、ＥＢ３に対しても同様の処理を行って、分光画像ＰＢ１、ＰＢ３の位置合
わせを行う。
【０１１４】
　機能画像処理部６１は、位置合わせが行われた分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３に基づ
いて、図１３、１４において説明した手順で、輝度比（Ｓ１／Ｓ３、Ｓ２／Ｓ３）を算出
し、算出した輝度比に基づいて酸素飽和度及び血管深さを算出して、画像化を行う。
【０１１５】
　本発明では、位置合わせの前処理として、コントラスト調整処理を行っているため、分
光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３のコントラスト差が解消される。位置合わせ用画像である
二値画像ＥＢ１、ＥＢ２、ＥＢ３を作成したときに、同じ血管領域が一方においては強調
され、他方においては強調されないといったことが無くなり、二値画像ＥＢ１、ＥＢ２、
ＥＢ３において同じように血管領域が強調される。そのため、コントラスト調整処理を行
わない場合と比べて、位置ズレ量の検出精度が上がり、分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３
の各画素の位置を正確に対応させることができる。これにより、血管領域同士の輝度値の
比較を正確に行うことができるので、酸素飽和度や血管深さの算出精度が上がる。
【０１１６】
　酸素飽和度や血管深さといった生体機能情報を算出する場合は、単に２つの画像を合成
して合成画像を生成する場合と比べて、位置合わせの精度は非常に高い精度が求められる
。そのため、位置合わせの高精度化に寄与するコントラスト調整処理は、生体機能情報を
算出する際には特に有用性が高い。
【０１１７】
　また、本例においては、酸素飽和度の算出に際して、青色領域の狭帯域光Ｎ１、Ｎ２、
Ｎ３を使用している。上述したように、青色領域においては、波長の変化に対する、ヘモ
グロビンの吸光係数μａや散乱係数μＳの変化が急峻である。そのため、狭帯域光Ｎ１、
Ｎ２、Ｎ３のように、青色領域において異なる波長の光を用いた場合には、各分光画像Ｐ
Ｂ１、ＰＢ２、ＰＢ３のコントラストの差も大きくなりがちである。そのため、本発明は
、表層血管を観察するために青色領域における複数の狭帯域光を使用する場合に特に有効
である。
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【０１１８】
　さらに、本例においては、狭帯域光Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３の光源としてレーザ光源ＬＤ１、
ＬＤ２、ＬＤ３を使用しているが、現状においては、３つの光源の中で最も長波長のレー
ザ光源ＬＤ２は、レーザ光源ＬＤ１、ＬＤ３と比べて、出力が相対的に低い。これも、分
光画像ＰＢ２のコントラストが、他の分光画像ＰＢ１、ＰＢ３と比較して、低くなる原因
の１つである。したがって、本例のレーザ光源ＬＤ１（４０５ｎｍ）、ＬＤ２（４７３ｎ
ｍ）、ＬＤ３（４０５ｎｍ）のように、出力差がある複数の光源を使用する場合に、本発
明は特に有効である。
【０１１９】
　また、本発明によれば、血管の太さに応じた周波数フイルタリング処理を行う特許文献
１のように血管の太さを把握する必要はないため、血管の太さが表示倍率によって変化す
る場合にも対応できる。表示倍率が変化した場合に処理の内容を変える必要もないので、
構成が複雑化することも無い。
【０１２０】
　［第２実施形態］
　上記実施形態では、画像間のコントラストの差に応じた前処理として、ダイナミックレ
ンジを広げてコントラストを合わせるコントラスト調整処理を説明したが、コントラスト
調整処理に代えて、前処理として、二値化処理のしきい値を決定する処理を行ってもよい
。
【０１２１】
　図２１に示すように、位置合わせ処理部６３は、分光画像ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＢ３のコ
ントラストの差に応じて二値化処理のしきい値を決定する。例えば、図２２に示すように
、コントラストが高い分光画像ＰＢ１の濃度ヒストグラムに基づいて、コントラストが低
い分光画像ＰＢ２の二値化処理のしきい値Ｔｈ２を決定する。
【０１２２】
　分光画像ＰＢ２のように血管のコントラストが低い場合には、その濃度ヒストグラムと
、コントラストが高い分光画像ＰＢ１の濃度ヒストグラムとを比較すると、表層血管８６
や中深層血管８７の血管領域のピークａ、ｂと、血管が存在しない粘膜のピークｃとの境
界（谷間）が不明瞭になる場合がある。谷間が不明瞭だと、設定したしきい値Ｔｈ２が、
血管領域と血管が存在しない領域を区別するには不適切な値に設定されてしまうことがあ
る。しきい値Ｔｈ２が不適切な値に設定されると、二値画像ＥＰＢ１においては血管領域
（黒）に振り分けられる画素が、二値画像ＥＰＢ２においては血管が存在しない領域（白
）に振り分けられてしまう。
【０１２３】
　そこで、位置合わせ処理部６３は、ピークがはっきりしている分光画像ＰＢ１の濃度ヒ
ストグラムに基づいて、例えば表層血管８６のピークａと粘膜のピークｃの画素値の差Δ
ｄ１と、分光画像ＰＢ１において設定したしきい値Ｔｈ１のそれぞれの値に基づいて、分
光画像ＰＢ２のしきい値Ｔｈ２を決定する。例えば、分光画像ＰＢ１の画素値の差Δｄ１
としきい値Ｔｈ１の比を求めて、その比と同じになるように、分光画像ＰＢ２のΔｄ２に
対するしきい値Ｔｈ２を求める。式で表すと、Ｔｈ２＝Ｔｈ１×Δｄ２／Δｄ１となる。
【０１２４】
　位置合わせ処理部６３は、求めたしきい値Ｔｈ２に基づいて、分光画像ＰＢ２に対して
二値化処理を施して、二値画像ＥＰＢ１を生成する。これによれば、分光画像ＰＢ２のよ
うに、コントラストが低く、濃度ヒストグラムにおけるピークが不明瞭な場合でも、適切
なしきい値Ｔｈ２を求めることができる。しきい値Ｔｈ２は、分光画像ＰＢ１のしきい値
Ｔｈ１に基づいて決められるので、分光画像ＰＢ１、ＰＢ２において、血管領域とそれ以
外に振り分ける基準を合わせることができる。このため、コントラスト調整処理を行う場
合と同様の効果が得られる。
【０１２５】
　なお、しきい値Ｔｈ２の決め方としては、上記以外の方法として、例えば、次のような
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方法が考えられる。まず、しきい値Ｔｈ２を適当に決めた後、二値画像ＥＰＢ２を生成し
て、二値画像ＥＰＢ１との間でパターンマッチングを行う。パターンマッチングは、画像
内の一部の血管形状などのパターンを抽出して行ってもよいし、画像全体で行ってもよい
。
【０１２６】
　この場合には、位置合わせ処理部６３は、パターンマッチングの結果に基づいて、両者
の一致度を評価する。各画像ＥＰＢ１、ＥＰＢ２間において画素値の差が少ないほど一致
度は高い。位置合わせ処理部６３は、一致度が所定の許容範囲内か否かを判定して、許容
範囲内であれば、二値化を行ったしきい値Ｔｈ２を最終的な値として確定する。許容範囲
外の場合には、しきい値Ｔｈ２の値を再設定して二値化を行い、パターンマッチングを行
って一致度を評価する。こうした処理を一致度が許容範囲に収まるまで繰り返す。
【０１２７】
　なお、このようなパターンマッチングの一致度を評価してしきい値Ｔｈ２を決定する方
法は、文字やマークなどの比較的単純なパターンの場合には短時間で処理することができ
るが、血管などの複雑な形状の場合には処理に非常に時間がかかることが懸念される。そ
のため、処理時間を短縮する観点からは、上記例のように、分光画像ＰＢ１の濃度ヒスト
グラムに基づいて、分光画像ＰＢ２のしきい値Ｔｈ２を決定する方法が好ましい。本例に
おいては、分光画像ＰＢ１と分光画像ＰＢ２の位置合わせを例に説明しているが、分光画
像ＰＢ１と分光画像ＰＢ３間でも同様であるため、説明を省略する。なお、第２実施形態
と第１実施形態を組み合わせてもよい。
【０１２８】
　上記第１及び第２実施形態においては、位置合わせ用画像として二値画像を生成する例
で説明したが、二値画像以外でもよい。本発明において二値化処理は、血管形状など画像
内における輪郭や形状といった特徴量を強調することで、ブロックマッチングなどを用い
て位置合わせを行う際の精度を上げるための処理であるから、輪郭や形状といった特徴量
が強調される処理であればよい。そのため、例えば、画素値を、白、黒に加えてグレーの
三値に振り分ける三値化処理により三値画像を生成して、これを位置合わせ用画像として
もよい。原画像と比較して輪郭や形状が明瞭になるならば、三値以上でもよく、原画像の
階調数（例えば８ビットであれば２５６階調）を低減する階調低減処理が行われればよい
。しきい値を三値以上に振り分ける場合には、しきい値が複数になるが、複数のしきい値
の全部について、上記手順でしきい値を決定してもよいし、そのうちの１つに上記手順を
適用してもよい。
【０１２９】
　また、上記第１実施形態においては、階調低減処理に代えて、エッジ強調処理を実行し
てもよい。エッジ強調処理は、周知のように、画像内において輪郭部分など濃度変化の激
しい部分を強調する処理であり、例えば、ラプラシアンフイルタを用いたフイルタ処理が
ある。この場合には、位置合わせ処理部６３は、位置合わせ用画像として、二値画像の代
わりに、エッジ強調処理が施された画像を用いて位置ズレ量を検出する。
【０１３０】
　上記実施形態では、照明光として青色領域の光を用いた例で説明したが、特許文献１（
特開２０１１－１９４１５１号公報）に記載されているように、中深層血管の観察に適し
た、波長が５００ｎｍ台の緑色領域の光を用いた場合にも適用することができる。
【０１３１】
　上記実施形態では、半導体光源としてレーザダイオードからなるレーザ光源を例示した
が、レーザダイオードの代わりにＬＥＤを使用したＬＥＤ光源でもよい。また、照明部と
しては、半導体光源の代わりに、キセノンランプやハロゲンランプなどの白色光源と、白
色光源からの白色光を狭帯域光Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３に分光する分光フイルタを有するロータ
リフイルタとを組み合わせたものでもよい。この場合には、撮像素子としてはモノクロの
撮像素子が使用される。そして、各狭帯域光Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３は、ロータリフイルタの回
転に同期して順次照射され、各狭帯域光Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３に対応する反射光がモノクロの
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撮像素子によって順次に撮像される。
【０１３２】
　なお、上記実施形態では、光源装置とプロセッサ装置が別体で構成される例で説明した
が、２つの装置を一体で構成してもよい。また、本発明は、撮像素子と超音波トランスデ
ューサが先端部に内蔵された超音波内視鏡と画像処理を行うプロセッサ装置からなるシス
テム、カプセル内視鏡と画像処理を行うプロセッサ装置からなるシステム等、他の形態の
内視鏡システムにも適用することができる。
【符号の説明】
【０１３３】
１０　電子内視鏡システム
１４　モニタ
３１　半導体光源ユニット
３２　光源制御部
４４　撮像素子
５７　ＤＳＰ
５８　画像処理部
６１　機能画像処理部
６３　位置合わせ処理部
６３ａ　階調補正テーブル
ＬＤ１～ＬＤ３　レーザ光源
ＰＢ１～ＰＢ３　分光画像
ＥＰＢ１～ＥＰＢ１　二値画像

【図１】 【図２】
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